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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに交差する複数の信号線及び走査線に基づいて形成される表示可能領域を有する液
晶表示パネルを備え、前記表示可能領域の一部だけを表示領域とし、他の領域を非表示領
域とする機能を有した液晶表示装置の駆動方法において、
　前記表示領域の走査線には、選択期間に選択電圧を印加するとともに非選択期間には非
選択電圧を印加し、
　非表示領域のための期間に、前記信号線には、オンまたはオフ電圧のいずれか一方の固
定電圧を印加するとともに、前記他の領域の走査線には、前記信号線に印加されるオンま
たはオフの電圧レベルを印加し、当該電圧レベルの印加期間の時間幅に応じて前記他の領
域の階調を制御することを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。
【請求項２】
　請求項１記載において、
　前記液晶表示パネルの駆動方法を、複数の走査線を同時選択するマルチライン選択駆動
方法とすることを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。
【請求項３】
　請求項１乃至２のいずれかに記載の液晶表示装置の駆動方法を用いてなる液晶表示装置
。
【請求項４】
　請求項３記載の液晶表示装置を搭載した電子機器。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶表示装置の駆動方法、液晶表示装置および電子機器に関し、特に、部分表
示機能を備えた液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
携帯電話等の携帯型電子機器に用いられている表示装置はより多くの情報が表示できるよ
うに表示ドット数が年々増加しており、それに伴い表示装置による消費電力も増大して来
ている。携帯型電子機器の電源は電池であるため電池寿命が長くなるように、表示装置に
はより低消費電力であることが強く求められている。そのため表示ドット数が多い表示装
置においては、必要な時は全画面（表示可能な領域全体）を表示とするが、待機時には必
要最小限の表示として表示パネルの一部分の領域だけを表示状態とし、他の領域を非表示
状態にして消費電力を低減する方法が検討されている。
【０００３】
従来の液晶表示装置においては全画面の表示／非表示が制御できる機能を持つものは多い
が、画面のある領域だけを表示状態とし、他の領域を非表示状態にする機能を持つものと
して特開平６－９５６２１号の実施例１及び特開平７－２８１６３２号が提案されている
。さらに、本発明者らも特願平９－５１８７５１号として、全画面を領域に分け、表示／
非表示を行う表示装置を提案している。
【０００４】
図６、図７を用いて特開平６－９５６２１号の構成例を以下に説明する。図６は、この構
成例の液晶表示装置のブロック図である。ブロック６０１は液晶表示パネルであり、複数
の走査電極を形成した基板と複数の信号電極を形成した基板とが数μｍの間隔で対向して
配置され、その間隔には液晶が封入されている。この詳しい構成は図７として後に示す。
ブロック６０２は、走査電極を駆動するＹドライバであり、ブロック６０３は信号電極を
駆動するＸドライバである。ブロック６０４は電源であり、５Ｖと２４Ｖの電圧を発生す
る。液晶駆動に必要な複数の電圧レベルはブロック６０５の駆動電圧形成回路で形成され
、ＸドライバとＹドライバを経由して液晶表示パネルに印加される。ブロック６０８は走
査すべき走査電極数を制御する走査制御回路である。ブロック６０６は、例えばパーソナ
ルコンピュータ本体にあるコントローラであり、表示に必要なデータやタイミング信号を
発生する。このコントローラ６０６からの信号を受け、Ｘドライバ６０３、Ｙドライバ６
０２などの回路に必要なタイミング信号や表示用データ信号および制御信号を形成する回
路がブロック６０７の駆動信号制御回路である。
【０００５】
図７にこれらの液晶表示パネルの一般的な構成を示す。図７はいわゆる単純マトリクスパ
ネルの構成を示し、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は断面図を示す。１００１は上偏光板、１０
０２はガラスなど光透過性を持つ第１の基板、この第1の基板に信号電極１００３が配設
され、１００７の第２の基板に前記信号電極１００３と交差するように走査電極１００５
が配設されている。この２枚の基板間に液晶１００４を保持するために、封止剤１００６
がある。１００８は下偏光板である。以上は、透過型の構成であるが、反射型の場合には
、下偏光板１００８の下に反射板がある構成となる。信号電極は、Ｘ１～Ｘ３２０の３２
０本、走査電極は、Ｙ１～Ｙ４００の４００本の例で説明する。
【０００６】
上記の構成において、走査電極Ｙには順次１行づつ選択電圧が印加され、その他の行には
非選択電圧が印加される。信号電極Ｘには選択されている行の各画素のオン／オフに応じ
た信号電圧が行毎に印加される。
【０００７】
この従来例は部分表示が左半画面の場合つまり、第１の表示画面Ｄ１及び第２の表示画面
Ｄ２だけを表示する場合と、さらにその内の上半分、つまり第１の表示画面Ｄ１だけを表
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示する場合について述べている。
【０００８】
Ｄ１とＤ２を表示する場合には、非表示領域を駆動するＸドライバ６０３の内臓データレ
ジスタに全画面オフのデータを転送し、表示領域のＸドライバ６０３のシフトレジスタだ
けに表示データを転送し、信号電極に出力することにより、全表示画面の中で、Ｄ１とＤ
２の領域の画面動作させるものである。この従来例ではＸドライバ６０３へのデータ転送
を半減させることで、このデータ転送のための消費電力を削減するものであった。
【０００９】
次にＤ１だけを表示させる場合について説明する。走査電極Ｙの数を例えば４００とする
。この走査電極Ｙをすべて順次選択することで全画面を表示し、上半分だけを表示する場
合には、上半分の走査電極を２００ライン（Ｙ１～Ｙ２００）だけ順次選択し、下半分の
２００ライン（Ｙ２０１～Ｙ４００）は選択しないものである。４００ラインを選択する
場合には、表示デューティが１／４００であり、２００ラインを選択する場合には、表示
デューティが１／２００となる。このため、駆動電圧の設定変更が必要となる。１／４０
０デューティの場合には、駆動電圧範囲が２８Ｖ必要であるとすると、同じコントラスト
を維持するためには１／２００デューティの場合には、２０Ｖに調整する必要がある。こ
の調整は、駆動電圧制御回路８０５内部において行っている。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
前述したこれまでに提案されている従来例では、全画面の表示領域については表示輝度に
ついての制御は詳しく述べられているが、非表示領域の制御については非選択とすること
になっている。このため、液晶表示装置を組み込んだ機器のデザインによっては、白背景
でなく、黒背景、または、グレーレベルであることが望まれても、従来例では制御できず
、機器使用者（ユーザー）の望む背景に制御できない課題を有していた。
【００１１】
例えば、図５に示すように、液晶の表示モードには、印加電圧がスレシホールド電圧（閾
値電圧）Ｖｔｈより低い領域で、透過率（反射型では反射率）が低いノーマリブラックモ
ードの液晶がある。この液晶を用いた場合、非表示領域に印加電圧をかけない従来例では
、黒い背景となり電子機器全体で見た場合にまことに奇異な場合がある。また、ノーマリ
ホワイトモードの液晶を用いた場合にも、非表示領域の輝度調整ができない課題があった
。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記した従来の課題を解決するため本発明にあっては、互いに交差する複数の信号線及
び走査線に基づいて形成される表示可能領域を有する液晶表示パネルを備え、前記表示可
能領域の一部だけを表示領域とし、他の領域を非表示領域とする機能を有した液晶表示装
置の駆動方法において、前記表示領域の走査線には、選択期間に選択電圧を印加するとと
もに非選択期間には非選択電圧を印加し、非表示領域のための期間に、前記信号線には、
オンまたはオフ電圧のいずれか一方の固定電圧を印加するとともに、前記他の領域の走査
線には、前記信号線に印加されるオンまたはオフの電圧レベルを印加し、当該電圧レベル
の印加期間の時間幅に応じて前記他の領域の階調を制御することを特徴とする。
【００１３】
この期間Ｂを設けることによって、非表示領域の表示階調を制御することが可能となると
同時に、非表示領域を設ける場合と全画面（表示可能領域全体）を表示する場合とで駆動
電圧を変える必要がなくなり、電源構成を簡単にすることができる。
【００１４】
また、本発明の液晶表示装置の駆動方法は、前記非表示領域の表示階調を制御するために
前記信号線に印加する電圧レベルを、前記信号線に電圧印加する信号線ドライバへ印加す
る電圧レベルとすることと特徴とする。このため、非表示領域の表示制御のために新たな
電圧レベルを設定する必要がなく、電源構成を簡素化でき、コスト上昇、消費電力の上昇
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を防止することができる。
【００１５】
また、本発明の液晶表示装置の駆動方法は、前記液晶表示パネルの駆動方法を、複数の走
査線を同時選択するマルチライン選択駆動方法とすることを特徴とする。このため、高速
応答の液晶にも対応することができる。
【００１６】
また、本発明の液晶表示装置は、上述の液晶表示装置の駆動方法を用いてなり、また本発
明の電子機器は、この液晶表示装置を搭載してなる。液晶表示装置の非表示領域の階調を
制御することが可能となるために、表示装置全体、機器全体として非表示領域が、違和感
のない表示が可能となるという利点がある。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１８】
〔第１実施形態〕
図１は、本発明に係る液晶表示装置の一実施形態を示すブロック図である。
【００１９】
ブロック１は液晶表示パネルであり、詳細な構成は従来例で示した図７と同じ単純マトリ
クス型パネルである。ブロック２は表示に必要なデータやタイミング信号を発生するコン
トローラ、ブロック３が液晶表示パネルの駆動するのに必要な電源電圧を供給する電源、
ブロック４は信号電極（信号線）に表示データに応じた電圧を印加する信号線ドライバ（
Ｘドライバ）、ブロック５は走査電極（走査線）に選択電圧又は非選択電圧を印加する走
査線ドライバ（Ｙドライバ）、ブロック６は電源３からの電圧を受けて液晶表示パネルの
各ドライバにて必要とされる複数の電圧レベルを形成し出力する駆動電圧作成回路を示し
ている。基本要素は、従来技術とで説明したものと同様であるため、各要素の詳しい説明
は省略し、本発明の重要なポイントである駆動波形について必要事項について説明する。
【００２０】
図２は、液晶表示パネルの表示可能領域（全画面）を表示領域と非表示領域の分割する場
合（Ａ～Ｄ）を示している。本発明ではＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄに示すような非表示領域の設定が
可能となる。これらの非表示状態の設定方法は、従来例でも説明したように、Ｘドライバ
４によって表示領域を分割する非表示領域２と、Ｙドライバ５によって表示領域を分割す
る非表示領域１とに分類することができる。
【００２１】
ここで、非表示領域１の場合には、非表示領域の表示輝度調整は、非表示領域に配置され
る信号電極Ｘをまとめて制御することによって実現できる。これは、Ｘドライバ４のシフ
トレジスタへの表示データの転送が1画素分多くなるだけで、非表示領域の表示階調制御
が可能である。すなわち、走査電極に選択電圧が印加される場合に、Ｘドライバ４から信
号電極Ｘへ出力される電圧波形を、非表示領域１に配置されるそれぞれの信号電極に対し
て同じ電圧波形とすれば、走査電極とその信号電極のマトリクスにより領域が形成される
領域は、非表示領域となる。この波形自身には従来と変わった部分は無いため、詳しい説
明は省略する。
【００２２】
次ぎに、非表示領域２の場合を説明する。この場合、従来の技術ではＹドライバ５から非
表示領域の走査電極Ｙへの出力が非選択電圧となるため、非選択領域２にある画素への印
加電圧をコントロールすることができない。しかしながら、本発明では、この非選択領域
２の表示階調をコントロールするために、通常Ｘドライバ４で使用している電圧レベルを
Ｙドライバ５で使用して、非選択領域２の階調の制御を実現する。
【００２３】
電圧波形図を用いて詳細に説明する。
【００２４】
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図３は、本発明を説明するための電圧波形図である。（ａ）は表示領域Ｄ１に配置される
走査電極（例えば図７のＹ１電極）を駆動するための電圧波形であり、（ｂ）は表示領域
Ｄ１に配置される信号電極（例えば図７のＸ１電極）を駆動するための電圧波形であり、
（ｃ）は非表示領域に配置される走査電極（例えば図７のＹ４００電極）を駆動するため
の電圧波形であり、（ｄ）は非表示領域の画素（例えば図７のＸ１とＹ４００の交点にあ
る画素）へ印加される電圧波形図である。
【００２５】
図３の電圧波形図は、２フレーム（２垂直走査）期間の電圧波形を示している。（ａ）に
おいて、電圧レベルは、ＶＨが走査電極Ｙの選択レベル（選択電圧）、ＶＬは液晶の焼き
付きを防止するために電位を反転して選択するための走査電極Ｙの選択レベル（選択電圧
）、ＶＣは走査電極Ｙを非選択状態とするための電圧レベル（非選択電圧）である。（ｂ
）において、Ｖ２、－Ｖ２は、選択された画素の表示状態のオン／オフを制御するための
信号電極Ｘの電圧レベルであり、フレーム期間１において、オンの場合は－Ｖ２レベルを
、オフの場合にはＶ２レベルを選択するものである。
【００２６】
期間Ａでは、表示領域のための電圧印加が行われる。ここでは、従来の電圧印加と同じ波
形となる。すなわち、表示領域に配置される走査電極Ｙに、図３（ａ）に示すような選択
レベル（ＶＨ，ＶＬ）を順次印加し、他の選択されない走査電極には非選択レベルＶＣを
印加し、それに応じて選択された走査線に対応する画素の表示状態を制御する電圧を、図
３（ｂ）の期間Ａように、信号電極Ｘに走査電極毎に順次印加する。この期間Ａにおいて
は、非表示領域の走査電極へは図３（ｃ）のように非選択レベルの電圧ＶＣが印加された
ままとなり、非表示領域の画素に印加される電圧も図３（ｄ）のように表示領域の表示デ
ータに応じてＶ２と－Ｖ２の間で変化する。
【００２７】
一方、期間Ｂは非表示領域のための期間である。従来技術では、デューティを変化させる
ため、この期間がなく、駆動電圧を変化させていた。しかし、本発明では、走査期間内に
非表示領域の階調制御のための期間を設け、デューティを変化させないことで、駆動電圧
を変化させる必要ななくなる方法を用いている。この期間Ｂは余分となるが、液晶表示装
置の動作を止めても支障の無い期間となるため、この期間の動作を停止させることで、消
費電力は増加しない。
【００２８】
この期間Ｂはさらに期間Ｃと期間Ｄに分けられる。期間Ｃでは、非選択領域の走査電極Ｙ
の印加電圧として電圧レベル－Ｖ２を選択する（図３（ｃ）参照）。一方、信号電極Ｘに
は図３（ｂ）に示すようにＶ２レベルに固定した電圧にされる。従って、非表示領域の画
素へ印加される電圧は、Ｖ２－（－Ｖ２）、つまりＶ２レベルの２倍の電圧を印加できる
（図３（ｄ）参照）。逆に期間Ｄでは、非選択領域の走査電極Ｙの印加電圧として電圧レ
ベルＶ２を選択する（図３（ｃ）参照）。一方、信号電極Ｘには図３（ｂ）に示すように
Ｖ２レベルに固定した電圧にされので、非表示領域の画素へ印加される電圧はＶＣ、すな
わち０Ｖとなる（図３（ｄ）参照）。このようにすると、非表示領域は、期間Ｃの２×Ｖ
２の電圧印加期間の時間幅に応じて、オン又はオフと同じ表示状態、あるいはその中間階
調を選択的に表示できるようになる。
【００２９】
このように、期間Ｃと期間Ｄの時間的な割合を変化させることで自在に非表示領域２の表
示階調を制御することが可能である。この期間Ｃと期間Ｄの切り換わりは１フレーム期間
中に１度しかないため、消費電力の増加は最小限である。つまり、電圧の切り換えが発生
すると、ドライバ等で電流消費が増大するが、電圧切り換えを走査期間中の多く設けなけ
れば低消費電力を維持できる。
【００３０】
例えば、走査電極が全体で２００本とし、表示を上４０本非表示を１６０本とする。この
とき、全体では２００本の走査電極から、全体の選択期間（表示可能領域の走査電極に選
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択電圧を印加すべき期間）の数は２００となる。この内４０期間は、期間Ａとして表示領
域に使用され、残り１６０期間が期間Ｂとなる。このとき、非表示領域２の画素が、表示
期間のオンと同じ電圧を印加するためには、期間Ｃが９７期間、期間Ｄが残り６３期間で
あることが、画素への実効値電圧の計算より求まる。同様に、オフ電圧は、期間Ｃが４０
期間、期間Ｄが残り１２０期間である。
【００３１】
つまり、この期間Ｃを４０期間から９７期間まで変化させることで、非表示領域２の画素
の表示輝度レベルを５７階調選択することが可能である。
【００３２】
なお、本実施形態においては、フレーム期間１と２とで、画素の液晶に印加する電圧極性
を反転する駆動方法を採用している。
【００３３】
〔第２の実施形態〕
以上の説明では、駆動方法は、走査電極を１ラインずつ選択する方法について説明してき
た。最近液晶の応答速度の上昇により２本以上の走査電極を同時に選択駆動するマルチラ
イン駆動方法が出てきている。このマルチライン駆動方法では高速応答の液晶を駆動でき
る。この駆動方法でも、本発明の適用は可能である。
【００３４】
本実施形態は、第１の実施形態において、駆動方法をマルチライン駆動方法としたもので
あり、それ以外の液晶表示パネルの基本構成は先に説明した第１の実施形態と同様である
ので、詳細な説明は省略する。すなわち、液晶表示装置の基本ブロック構成は図１と同様
であり、液晶表パネルの構成は図７と同じである。但し、図１のブロック内の詳細な構成
は、マルチライン駆動方法によるため、第１の実施形態とは異なる。
【００３５】
図４は本実施形態のマルチライン駆動方法における４本の走査電極を駆動した場合の電圧
波形図を示している。図４の電圧波形図は、１フレーム（１垂直走査）期間の電圧波形を
示している。（ａ）は表示領域Ｄ１に配置される走査電極（例えば図７のＹ１電極）を駆
動するための電圧波形である。図面を見やすくするため、４本を同じ選択するが、そのう
ちの１本を代表して示している。なお、４本の走査電極を同時選択するマルチライン駆動
方法においては、１フレーム期間内に４回の同時選択を行い、その４本の走査電極の同時
選択の際に３本の走査電極にＶＨ、１本の走査電極にＶＬを印加し、各走査電極は１フレ
ーム期間に１回はＶＬが印加される。（ｂ）は表示領域Ｄ１に配置される信号電極（例え
ば図７のＸ１電極）を駆動するための電圧波形である。（ｃ）は非表示領域に配置される
走査電極（例えば図７のＹ４００電極）を駆動するための電圧波形であり、（ｄ）は非表
示領域の画素（例えば図７のＸ１とＹ４００の交点にある画素）へ印加される電圧波形図
である。
【００３６】
図４（ａ）において、電圧レベルは、ＶＨ、ＶＬが走査電極Ｙの選択レベル（選択電圧）
、ＶＣは走査電極Ｙを非選択状態とするための非選択レベル（非選択電圧）である。マル
チライン駆動であるためＶＨ、ＶＬのＶＣとの電位差は、図３のように1ラインずつ選択
する場合に比べ１／２となっている。（ｂ）において、Ｖ２、－Ｖ２は、選択された画素
の表示状態のオン／オフを制御するための信号電極Ｘのレベルである。４ライン同時選択
する場合は、本来さらに２レベル（Ｖ３，－Ｖ３）の信号電極Ｘに印加するための電位レ
ベルが必要であり、４つの電位レベルからの電位選択が必要とされるが、説明を簡単にす
るために２電位レベルからの信号電極電位の選択とした図面からは省略した。
【００３７】
マルチライン駆動方法の場合、１本の走査電極は１フレーム間に４回選択される。この選
択を均等に分散（１フレーム期間内で周期的に選択）した場合の電圧波形図を示している
。この均等分散した４回について各々、表示領域を表示データに応じて表示するための期
間Ａ、非表示領域の階調を制御するための期間Ｂを設ける。この非表示領域の階調制御期
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間Ｂをさらに、期間Ｃと期間Ｄに分割し、期間Ｃで画素の液晶に電圧を印加し、期間Ｄで
は画素の液晶に電圧をかけないように制御するものである。
【００３８】
期間Ａでは、表示領域のための電圧印加が行われる。ここでは、従来の電圧印加と同様な
波形となる。すなわち、表示領域に配置される走査電極Ｙの４本に図４（ａ）に示すよう
な選択レベル（ＶＨ，ＶＬ）を印加し、４本毎に順次同時に選択していく。他の選択され
ない走査電極には非選択レベルＶＣを印加する。選択された走査線に対応する画素の表示
状態を制御する電圧を、図４（ｂ）の期間Ａように、信号電極Ｘに各選択期間毎に順次印
加する。この期間Ａにおいては、非表示領域の走査電極Ｙへは図４（ｃ）のように非選択
レベルの電圧ＶＣが印加されたままとなり、非表示領域の画素に印加される電圧も図４（
ｄ）のように表示領域の表示データに応じて変化する。
【００３９】
一方、期間Ｂは非表示領域のための期間である。従来技術では、デューティを変化させる
ため、この期間がなく、駆動電圧を変化させていた。しかし、本発明では、走査期間内に
非表示領域の階調制御のための期間を設け、デューティを変化させないことで、駆動電圧
を変化させる必要ななくなる方法を用いている。この期間Ｂは余分となるが、液晶表示装
置の動作を止めても支障の無い期間となるため、この期間の動作を停止させることで、消
費電力は増加しない。
【００４０】
この期間Ｂはさらに期間Ｃと期間Ｄに分けられる。期間Ｃでは、非選択領域の走査電極Ｙ
の印加電圧として電圧レベル－Ｖ２を選択する（図４（ｃ）参照）。一方、信号電極Ｘに
は図４（ｂ）に示すようにＶ２レベルに固定した電圧にされる。従って、非表示領域の画
素へ印加される電圧は、Ｖ２－（－Ｖ２）、つまりＶ２レベルの２倍の電圧を印加できる
（図４（ｄ）参照）。逆に期間Ｄでは、非選択領域の走査電極Ｙの印加電圧として電圧レ
ベルＶ２を選択する（図４（ｃ）参照）。一方、信号電極Ｘには図４（ｂ）に示すように
Ｖ２レベルに固定した電圧にされので、非表示領域の画素へ印加される電圧はＶＣ、すな
わち０Ｖとなる（図４（ｄ）参照）。このようにすると、非表示領域は、期間Ｃの２×Ｖ
２の電圧印加期間の時間幅に応じて、オン又はオフと同じ表示状態、あるいはその中間階
調を選択的に表示できるようになる。なお、マルチライン駆動では、信号電極Ｘの電位レ
ベルが２レベルより多くなるので、期間Ｂに信号電極に印加する電位レベルを選択するこ
とによっても、非表示領域の階調レベルを制御することもできる。
【００４１】
このように、期間Ｃと期間Ｄの時間的な割合を変化させることで自在に非表示領域２の表
示階調を制御することが可能である。この期間Ｃと期間Ｄの切り換わりはフレーム期間中
に多数回発生する訳ではない（４ライン同時選択のマルチライン駆動では４回）ため、消
費電力の増加は最小限である。つまり、電圧の切り換えが発生すると、ドライバ等で電流
消費が増大するが、電圧切り換えを走査期間中の多く設けなければ低消費電力を維持でき
る。
【００４２】
なお、本実施形態では４ライン同時選択のマルチライン駆動に基づいて説明したが、同時
選択の走査電極数はこれに限られるものではない。
【００４３】
〔変形例及び本発明による電子機器〕
以上、期間Ｃの後に期間Ｄが存在する順番で説明したが、これに限定されるものではなく
、期間Ｄの後に期間Ｃが来てもよい。また、期間Ａの後に期間Ｂの順番で説明したが、こ
れに限定されるものではなく、期間Ｂの後に期間Ａが来てもよい。
【００４４】
また、以上の実施形態における液晶表示装置を電子機器の表示部として搭載すると、電子
機器の表示画面における選択的に設けた非表示領域を所望とする階調として表示すること
ができるため、機器全体としての違和感を解消できることは明かである。
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【００４５】
【発明の効果】
以上、説明したように、本発明によれば、画面を表示領域、非表示領域に分割し、制御す
る液晶表示装置において、非表示領域の表示輝度の制御が可能となり、これを搭載した電
子機器の所望とする階調を表示することができるため、機器全体としての違和感を解消で
きる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の液晶表示装置を説明するためのブロック図。
【図２】　表示領域と非表示領域を説明するための図。
【図３】　１ラインずつ選択する場合の電圧波形図。
【図４】　４ラインずつ選択する場合の電圧波形図。
【図５】　液晶のモードを説明するための電圧－透過率の関係を示す図。
【図６】　従来の液晶表示装置のブロック図。
【図７】　液晶表示パネルの構造図。
【符号の説明】
１…　液晶表示パネル
２…　ＬＣＤコントローラ
３…　電源
４…　Ｘドライバ
５…　Ｙドライバ
６…　駆動電圧作成回路

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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